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「働き方改革実現会議」の概要

◎ 一億総活躍社会をひらく最大のチャレンジである「働き方改革」について、その実行計画の策定等に係る審
議を行うもの。

◎ 総理自らを議長、働き方改革担当大臣・厚生労働大臣（当時）を議長代理として、関係大臣・有識者（労使
双方の代表、専門的知見や現場での活動経験を有する者）が参加。

（肩書きはすべて当時） 4



働き方改革の意義
～「働き方改革実行計画」より～

• 「働き方」は「暮らし方」そのものであり、働き方改革は、日
本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働くという
ことに対する考え方そのものに手を付けていく改革

• 長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活の
両立を困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア形成を
阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因。長時間労働を是
正すれば、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢
者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結びつく。
経営者は、どのように働いてもらうかに関心を高め、単位
時間当たりの労働生産性向上につながる
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１．働く人の視点に立った働き方改革の意義

（１）経済社会の現状

（２）今後の取組の基本的考え方

（２）本プランの実行

（コンセンサスに基づくスピードと実行）

（ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組）

（フォローアップと施策の見直し）

２ ．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備

（基本的考え方）

（同一労働同一賃金のガイドライン）

① 基本給の均等・均衡待遇の確保

② 各種手当の均等・均衡待遇の確保

③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保

④ 派遣労働者の取扱

（法改正の方向性）

① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備

② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化

③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備

④ 派遣労働者に関する法整備

（２）法改正の施行に当たって

３ ．賃金引上げと労働生産性向上

（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善

（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

４ ．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

（基本的考え方）

（法改正の方向性）

（時間外労働の上限規制）

（パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策）

（勤務間インターバル制度）

（法施行までの準備期間の確保）

（見直し）

（現行制度の適用除外等の取扱）

（事前に予測できない災害その他事項の取扱）

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

（企業本社への監督指導等の強化）

（意欲と能力ある労働者の自己実現の支援）

５ ．柔軟な働き方がしやすい環境整備

（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援

（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定

６ ．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備

（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実

（２）多様な女性活躍の推進

（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備

７ ．病気の治療と仕事の両立

（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備

（２）トライアングル型支援などの推進

（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

８ ．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労

（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

（男性の育児・介護等への参加促進）

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

９ ．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援

（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定

（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

１０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備

１１．高齢者の就業促進

１２．外国人材の受入れ

１３．10 年先の未来を見据えたロードマップ

（時間軸と指標を持った対応策の提示）

（他の政府計画との連携）

「働き方改革実行計画」の概要 平成29年３月28日
働き方改革実現会議決定
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」
（全体の概要）

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改
革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形
態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進
働き方改革に関する基本的な考え方を明らかにするとともに、国が「基本方針」

を定めることとする

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
・労働時間に関する制度の見直し
・勤務間インターバル制度の普及促進等
・産業医・産業保健機能の強化

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な処遇の確保
・不合理な待遇差を解消するための規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整備
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」
（Ⅱ 長時間労働の是正等関連部分の主な概要）

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

①時間外労働の上限規制の導入
・時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720

時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定。
・医師については、改正法施行５年後に時間外労働の上限規制を適用。具体的な上限時間等は省令で定め

ることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的なあり方、労働時間の短縮策等について検
討し、結論を得る。

限度時間
１か月４５時間

１年３６０時間など

法定労働時間
１日８時間

１週４０時間

特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

法定労働時間
１日８時間

１週４０時間

法律による上限
（原則）

１か月４５時間
１年３６０時間

法律による上限
（原則）

法律による上限（例外）
・年720時間
・複数月平均80時間（休
日労働含む）
・月100時間未満（休日
労働含む）

１年間＝１２か月

年間６か月まで

②中小企業における月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する
※医療業における“中小企業”の基準

⇒企業単位でみて、ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下又はｉｉ）常時使用する労働者の数が100人以下

③一定日数の年次有給休暇の確実な取得
・使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与

えられなければならないとする。（労働者の時季指定や計画的付与により取得された日数分については指定
の必要はない。） 9



「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」
（Ⅱ 長時間労働の是正等関連部分の主な概要）

２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

○勤務間インターバル制度の普及促進
・事業主は、前日の終業時刻と始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。

○企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
・企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時

間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることがで
きることとする。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

○ 事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告しなけ
ればならないこととする。（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場）等

○ 事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする
（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場）等

※ 以上１～３の施行期日：平成３１年４月１日
ただし、中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定（１①）の適用は平成３２年４月１日
中小企業における割増賃金率の見直し（１②）は平成３５年４月１日

④労働時間の状況の把握の実効性確保
・労働時間の状況を省令で定める方法（※）により把握しなければならないこととする

※省令で使用者の現認や客観的な方法により把握を原則とすることを定める
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」
（医療機関の規模別の適用関係（概要））

項目名 規制の概要
中小企業規模の

医療機関※

それ以外の
医療機関

時間外労働
の上限規制

原則として月45時間、年360時間等とす
る罰則付きの上限規制を導入する

医師を除きH32.4.1
から適用

医師を除きH31.4.1
から適用

割増賃金率
月60時間を超える時間外労働に係る
割増賃金率を50％以上とする

H35.4.1から適用 （既に適用あり）

年次有給休
暇

10日以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対し、5日について、毎年時

季指定して与えなければならないとす
る（労働者が時季指定したり計画的付
与したものは除く）

H31.4.1から適用

労働時間の
状況の把握

省令で定める方法（現認や客観的な方
法となる予定）により把握をしなければ
ならないとする

H31.4.1から適用

産業医
産業医が行った労働者の健康管理等
に関する勧告の内容を衛生委員会に
報告しなければならないとする等

H31.4.1から適用
（ただし、産業医の選任義務のある労働者
数50人以上の事業場）

※ 医療業における“中小企業”の基準
⇒企業単位でみて ｉ）資本金の額又は出資の総額が５千万円以下 又は ｉｉ）常時使用する労働者の数が100人以下

（例えば社会福祉法人なら介護施設等との合算した金額や労働者数になる。なお持ち分なし医療法人の場合は出資金がゼロと見なされるた
め、中小企業に該当することになるので注意。） 11



開催実績

（１） 新たな医師の働き方を踏まえた医師に対する時間外労働規制の具体的な在り方
（２） 医師の勤務環境改善策

（３） その他

検討事項

「医師の働き方改革に関する検討会」について

趣旨

◆ 働き方改革実行計画（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）においては、長時間労
働の是正のため、労働基準法を改正し、罰則付きの時間外労働の上限規制をはじめて法律で
導入する方向性が示されている。

◆ この中で、医師については、医師法（昭和23年法律第201号）に基づく応召義務等の特殊性
を踏まえた対応が必要であることから、時間外労働規制の対象とするものの、改正法の施行期
日の５年後を目途に規制を適用することとし、具体的には、医療界の参加の下で検討の場を設
け、２年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る
とされた。これを踏まえ、本検討会を開催するものである。

◆ 平成２９年８月２日の第１回会議以降、現在までに７回開催。

◆ 平成３０年２月１６日の第７回会議で中間論点整理・緊急対策（骨子案）をとりまとめた。
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◎：座長

遠野千尋

豊田郁子

中島由美子

裵英洙

馬場武彦

福島通子

三島千明

村上陽子

森本正宏

山本修一

◎

岩手県立久慈病院副院長

特定非営利法人架け橋理事長

医療法人恒貴会
訪問看護ステーション愛美園所長

ハイズ株式会社代表取締役社長

社会医療法人ペガサス理事長

塩原公認会計士事務所特定社会保険労務士
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日本労働組合総連合会総合労働局長

全日本自治団体労働組合総合労働局長

千葉大学医学部附属病院院長

「医師の働き方改革に関する検討会」について

（敬称略・五十音順）

構成員

赤星昂己

荒木尚志

市川朝洋

猪俣武範

今村聡

岩村正彦

戎初代

岡留健一郎

片岡仁美

工藤豊

黒澤一

渋谷健司

島田陽一

鶴田憲一

東京医科歯科大学医学部附属病院
救命救急センター救急医

東京大学大学院法学政治学研究科教授

公益社団法人日本医師会常任理事

順天堂大学附属病院医師

公益社団法人日本医師会女性医師支援センター長

東京大学大学院法学政治学研究科教授

東京ベイ・浦安市川医療センター集中ケア認定看護師

福岡県済生会福岡総合病院名誉院長

岡山大学医療人キャリアセンターMUSCATセンター長

保健医療福祉労働組合協議会事務局次長

東北大学環境・安全推進センター教授

東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学教室教授

早稲田大学法学学術院教授

全国衛生部長会会長
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「医師の働き方改革に関する検討会」 中間論点整理等について
医師の働き方改革に関する検討会において「中間論点整理」「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」をとりまとめた。

（平成30年２月27日）

「中間論点整理」は、これまでの議論における意見をとりまとめるもの（最終報告は平成３０年度末を予定）。

「緊急的な取組」は、医師の勤務実態の改善のため、個々の医療機関がすぐに取り組むべき事項等を示すもの。

中間論点整理の概要

医師の勤務実態の分析状況と今後の検討に関する論点
（勤務実態の分析状況）

特に長時間勤務となっているのは、病院勤務医、若手医師、
産婦人科・外科・救急科、臨床研修医。

長時間勤務の要因は、緊急対応や手術・外来対応の延長、
自己研鑽のほか、時間外での患者説明等。

その背景には、患者数の多さ、応召義務の存在、医師以外
の職種への業務の移管が進んでいない現場の勤務環境等
がある。

（今後の検討に関する論点に係る意見）

追加調査の実施も含め、引き続き勤務実態を明らかにす
るデータ分析が必要ではないか。
社会情勢等の変化の中、今後の応召義務をどう考えるか。

自己研鑽について労働時間への該当性の考え方が必要
ではないか。
現行の宿日直許可基準の見直しが必要ではないか。 等

病院常勤勤務医の週当たり勤務時間
週当たり勤務時間60時間以上の
病院常勤医師の診療科別割合

時間外労働の主な理由

なぜ今医師の働き方改革が必要なのか

医師は、昼夜を問わず患者対応を求められうる仕事であり、
他職種と比較しても抜きん出て長時間労働の実態にある。

さらに、日進月歩の医療技術、質の高い医療に対するニーズの
高まり、患者へのきめ細かな対応等により拍車がかかっている。

医師の健康確保、医療の質や安全の確保の観点から、
長時間労働を是正していく必要。

患者側等も含めた国民的関わりによって我が国の医療
提供体制を損なわない改革を進める必要。

（％）
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勤務環境改善に関する取組の現状と今後の方向性に関する論点

※ 働き方改革の実効性を確保するためには勤務環境改善策が重要との意見が多く、具体的な検討を深めていく。

看護師等が行っている業務

30.5%

47.9%

84.0%

79.7%

72.1%

77.6%

91.1%

35.4%

91.1%

62.1%

6.7%

20.8%

24.1%

10.2%

11.6%

21.1%

14.6%

5.8%

23.0%

5.2%

33.0%

26.4%

3.8%

1.6%

0.5%

0.2%

0.2%

0.3%

0.0%

0.9%

0.0%

0.2%

0.8%

44.0%

25.5%

4.5%
7.7%

5.5%
6.1%

2.3%
39.0%

2.5%

3.6%
65.3%

0.9%

0.9%

0.8%

0.9%

1.1%

1.4%

0.8%

1.7%

1.3%

1.1%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

救急医療等におけるトリアージ

初療時の予診の実施

点滴の実施

静脈ラインの確保

尿道カテーテルの留置

静脈注射の実施

採血の実施

血液培養の実施

患者移動の実施

患者に対する入院の説明や

検査手順の説明の実施

処方薬の代筆及び代行入力

原則実施 一部のみ実施 今後実施予定 実施予定なし 無回答

(n=639)

37.0%

23.3%

63.0%

65.8%

56.2%

50.7%

89.0%

16.4%

94.5%

72.6%

0.0%

20.5%

34.2%

23.3%

32.9%

41.1%

47.9%

9.6%

37.0%

4.1%
24.7%

4.1%

11.0%

5.5%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%
4.1%

0.0%

0.0%

1.4%

30.1%

35.6%

12.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
41.1%

0.0%

1.4%
93.2%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（今後の方向性に関する論点に係る意見）

産業医による面接指導等、既存の健康管
理措置の着実な実施

医師の行うべき業務とそうでない業務の明
確化、業務の移管に向けた具体的な検討
医師事務作業補助者等の活用

看護職員による実施率が高い点滴の実
施、静脈ラインの確保等について移管の推
進
複数主治医制への移行等、業務の共同化

女性医師等の両立支援（多様で柔軟な働
き方の推進、保育サービスの充実等）
ICTを活用した勤務環境改善

都道府県医療勤務環境改善支援センター
による支援の推進 等

経営管理の観点に関する論点

意識改革や財政面を含めた支援の在り方
が課題となるのではないかとの意見が
あった。

関係者の役割に関する論点
多様な関係者の参画・協力の必要性

時間外労働規制の在り方についての今後の検討に関する論点

上限時間については、脳・心臓疾患の労災認定基準（※）を超えない水準
とすべき、必要な医療ニーズに対応できる医療提供体制を維持できる水
準とすべき、米国の研修医等諸外国を参考とすべき等の意見があった。

医師の特殊性にかかる整理、医師に対する新たな労働時間制度の検討、
国民の理解を得るための周知の推進等の必要性の指摘があった。

※ 時間外労働１か月100時間・２～６か月平均80時間

（四病院団体協議会による調査） （全国医学部長病院長会議による調査）

（現状）

医療法に基づき、各医療機関の管理者に勤務環境改善等への
取組の努力義務や、都道府県による医療勤務環境改善支援セ
ンター等の枠組みが整備されている。

（その他の意見）
医師以外の医療従事者の勤務環境への留意、個々の医療機関の取組だけでなく地域の医療提供体制全体で検討する必要性
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医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要

医師の労働時間
管理の適正化に
向けた取組

３６協定等の
自己点検

産業保健の
仕組みの活用

タスク・シフ
ティング（業務の移
管）の推進

医療機関の
状況に応じた
医師の労働時間
短縮に向けた取組

勤務医を雇用する個々の

医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な

取組を進めることが重要。

考
え
方

勤
務
医
を
雇
用
す
る
医
療
機
関
に
お
け
る
取
組
項
目

医師の労働時間短縮に

向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに

ついて、早急な検討が必要。

医療機関における経営の

立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の

主体的な取組を支援。

まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を
上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。

３６協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。

医師を含む自機関の医療従事者とともに、３６協定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。

労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい
る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。

点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知（※）

等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して
実施し、医師の負担を軽減する。

特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。

全ての医療機関において取り組むことを基本とする１～５のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）、勤務間イン
ターバルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。

17
行
政
の

支
援
等

厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに
よる相談支援等の充実 等

女性医師等の支援 短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。

※

１
～
３
に
つ
い
て
は
現
行
の
労
働
法
制
に
よ
り
当
然
求
め
ら
れ
る
事
項
も

含
ん
で
お
り
、
改
め
て
、
全
医
療
機
関
に
お
い
て
着
実
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
。

１

２

３

４

５

６

※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
担の推進について」（平成19年12月28日医政発1228001号）
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すべての雇用者（年間就業日数200日以上・正規職員）について、１週間の労働時間の実績を見ると、
60時間を超える者が、雇用者全体の14%となっている。

これを職種別に見ると、医師（41.8%）が最も高い割合となっている。（次いで、自動車運転従事者（39.9%））

１週間の労働時間が週60時間を超える雇用者の割合

計

管
理
的
職
業
従
事
者

専
門
的
・技
術
的

職
業
従
事
者

研
究
者

医
師
（
歯
科
医
師
、

獣
医
師
を
除
く
）

看
護
師
（
准
看
護
師
を

含
む
）

教
員

事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事

者
生
活
衛
生
サ
ー
ビ

ス
職
業
従
事
者

飲
食
物
調
理
従
事

者
保
安
職
業
従
事
者

農
林
漁
業
従
事
者

生
産
工
程
従
事
者

輸
送
・
機
械
運
転
従

事
者 自

動
車
運
転
従
事

者
建
設
・
採
掘
従
事
者

運
搬
・
清
掃
・
包
装
等

従
事
者

分
類
不
能
の
職
業

１週間の労働時
間が６０時間超
の雇用者の割合 14.0

%
13.3

%
13.7

%
11.2

%
41.8

%
5.4
%

23.6
%

7.1
%

20.0
%

18.3
%

35.1
%

34.4
%

18.5
%

18.7
%

10.4
%

30.8
%

39.9
%

16.9
%

15.0
%

17.2
%

（出典）総務省・平成２４年就業構造基本調査 36



医師等の１週間の労働時間の分布

0

5
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15

20

25

30

35

40

45

15時間

未満

15～19
時間

20～21 22～29 30～34 35～42 43～45 46～48 49～59 60～64 65～74 75時間

以上

全職業総数

医師（歯科医師，獣医師を除く）

看護師（准看護師を含む）

６０時間以上

（人数構成比、％）

（１週間の労働時間）

（出典）総務省・平成２４年就業構造基本調査
（年間就業日数200日以上、正規職員） 37



医師等の労働時間の管理方法

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書

53.3

18.7

8.1

3.8

16.1

50.4

18.4

11.8

4.3 

15.1 

35.4

45.1

3.7

0.6 

15.2 

0 10 20 30 40 50 60

出勤簿・管理簿

タイムレコーダー・タイムカード

ICカード

その他

労働時間を管理していない

平成28年（病院）

（n=1,403）

平成29年（病院）

（n=2,315）

平成29年（有床診療所）

（n=164）

％

労働時間の管理方法は、病院は「出勤簿・管理簿」、有
床診療所は「タイムレコーダー・タイムカード」の比率が高
い。病院も有床診療所も１割半ばの医師が「労働時間を
管理していない」と回答している。

病院の中でも、開設主体別では国・公的は「出勤簿・管
理簿」、国・公的以外は「タイムレコーダー・タイムカード」
が全体に比べ比率が高くなっており、差が見られる。ま
た、勤務環境の満足度別では不満の「労働時間を管理し
ていない」の比率が全体に比べて高くなっている。

54.7

28.1

13.0

3.0

1.1

52.3

27.5

15.3

4.1

0.7

29.1

65.5

4.0

1.1

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70

出勤簿・管理簿

タイムレコーダー・タイムカード

ICカード

その他

労働時間を管理していない

平成28年

（n=3,764）

平成29年（病院）

（n=5,620）

平成29年（有床診療所）

（n=623）

％

労働時間の管理方法は、病院は「出勤簿・管理簿」、
有床診療所は「タイムレコーダー・タイムカード」の比率
が高い。病院の中でも、国・公的や500床以上は「出勤
簿・管理簿」、国・公的以外や20-99床は「タイムレコー

ダー・タイムカード」が全体に比べ比率が高くなってお
り、差が見られる。

医師 看護師
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各年6月の時間外労働時間数

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書

16.4

17.4

18.4

29.5

40.9

37.0

29.9

39.3

18.8

19.6

21.6

17.1

16.0

15.7

18.9

8.7

6.7

7.6

10.0

4.9

1.2

2.7

1.2

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年

（n=773）

平成28年

（n=2,976）

平成29年（病院）

（n=5,106）

平成29年（有床診療所）

（n=573）

0時間 0時間超～5時間以下

5時間超～10時間以下 10時間超～20時間以下

20時間超～50時間以下 50時間超

平成28年 平均：11.5時間（最小値：0時間／最大値：252時間）

※平成27年は全ての回答のうち、非管理職の結果を抽出。平成28・29年は非管理職のみに調査を実施。

平成27年 平均：8.7時間（最小値：0時間／最大値：170時間）

平成29年（病院） 平均：10.3時間（最小値：0時間／最大値：330.0時間）

平成29年（有床診療所） 平均：5.9時間（最小値：0時間／最大値：168.0時間）

平成29年6月の時間外労働時間数は、病院は「0時間超
～5時間以下」が約３割と最も高い。年齢別では60代以上、
許可病床数別では20-99床、勤務環境の満足度別では満
足の「0時間」の比率が全体に比べて高くなっており、勤務
環境に不満を感じている人の時間外労働時間数が長い。

前年度までの調査に比べて「0時間超～5時間以下」の比
率が下がり、5時間超の比率が上がっている。それにもかか
わらず平成29年度の平均時間が平成28年度よりも短くなっ
ているのは、平成28年度に比べて「50時間超」の比率が下
がったことが影響していると考えられる。

有床診療所は「0時間超～5時間以下」が約４割、「0時間」
が約３割となっている。

平成29年6月の時間外労働時間数は、病院は「20時間超～
50時間以下」が約３割と最も高く、「50時間超」と合わせて半数
以上を占めており、平成28年度に比べて平均時間が長くなっ
ている。

年齢別では20代、キャリア別では5年未満、許可病床数別で
は500床以上、勤務環境の満足度別では不満、健康状態別で

は健康でない、睡眠の状況別では睡眠はとれていなかった医
師の「50時間超」の比率が全体に比べて高くなっている。
有床診療所は「0時間」が半数近くを占めている。
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平成27年

（n=768）

平成28年

（n=1,120）

平成29年（病院）

（n=2,172）
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（n=141）

0時間 0時間超～

10時間以下

10時間超～

20時間以下

20時間超～

50時間以下

50時間超

平成28年 平均：32.6時間（最小値：0時間／最大値：360時間）

平成27年 平均：34.1時間（最小値：0時間／最大値：210時間）

平成29年（病院） 平均：36.1時間（最小値：0時間／最大値：228.0時間）

平成29年（有床診療所） 平均：16.8時間（最小値：0時間／最大値：240.0時間）

医師 看護師
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各年6月の時間外労働の主な理由

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書
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記録･報告書作成や書類の整理

緊急対応

会議・勉強会・研修会等への参加

勤務開始前の準備

手術や外来対応等の延長

他職種・他機関との連絡調整

その他

6月の時間外労働の主な理由

平成27年（病院）

（n=646）

平成28年（病院）

（n=2,460）

平成29年（病院）

（n=4,289）

平成29年（有床診療所）

（n=418）

％

※平成27年は全ての回答のうち、非管理職の結果を抽出。平成28・29年は非管理職のみに調査を実施。

時間外労働の主な理由は、病院は「記録・報告書作成
や書類の整理」、有床診療所は「手術や外来対応等の延
長」の比率が高い。

病院についてみると、平成28年度に比べて「記録･報告

書作成や書類の整理」「勤務開始前の準備」の比率が上
がっている。許可病床数別にみても、ほとんどの病床規模
で同項目の比率が上がっており、特に「勤務開始前の準
備」は300床以上で比率が大きく上がっている。
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緊急対応

記録･報告書作成や書類の整理

手術や外来対応等の延長

会議・勉強会・研修会等への参加

勤務開始前の準備

他職種・他機関との連絡調整

その他

6月の時間外労働の主な理由

平成27年（病院）

（n=690）

平成28年（病院）

（n=982）

平成29年（病院）

（n=1,949）

平成29年（有床診療所）

（n=79）

％

各年とも6月の1か月間についてお答えいただいた

時間外労働の主な理由は、病院も有床診療所も「緊
急対応」「記録・報告書作成や書類の整理」「手術や
外来対応等の延長」の比率が高い。

病院について経年でみると、「記録･報告書作成や
書類の整理」「勤務開始前の準備」の比率が上がって
いる。許可病床数別にみても、ほとんどの病床規模で
同項目の比率が上がっており、特に500床以上で大き
く伸びている。

医師 看護師
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前年度の年次有給休暇の取得日数

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書

年次有給休暇の取得日数は、病院は「5～8日」が２割半
ば、「1～4日」「9～12日」「13～20日」がそれぞれ約２割と
なっている。前年度までの調査と比較して「21日以上」の

比率が上がっており、年齢別にみても許可病床数別にみ
ても、全てにおいて同項目の比率が上がっている。有床
診療所は「13～20日」が約３割となっている。

年次有給休暇の取得日数は、病院は平均5.3日で
あり、前年度までの調査と比べて増えている。

許可病床数別にみると、500床未満の病床規模で
「0日」の比率が下がっており、特に200-399床におい
て約10ポイント以上下がっている影響から、全体の
平均日数が増えたと考えられる。

勤務環境の満足度別では不満の「0日」の比率が
全体に比べて高い。

有床診療所は「0日」が半数近くを占めている。

医師 看護師
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（n=1,278）
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平成29年（有床診療所）

（n=140）

前年度の年次有給休暇の取得日数

0日 1～4日 5～8日 9～12日 13～20日 21日以上

平成28年 平均：4.7日（最小値：0日／最大値：42日）

平成27年 平均：4.2日（最小値：0日／最大値：40日）

平成29年（病院） 平均：5.3日（最小値：0日／最大値：42.0日）

平成29年（有床診療所） 平均：5.9日（最小値：0日／最大値：40.0日）
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平成27年（病院）
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平成28年（病院）

（n=3,755）

平成29年（病院）

（n=5,580）

平成29年（有床診療所）

（n=620）

前年度の年次有給休暇の取得日数

0日 1～4日 5～8日 9～12日 13～20日 21日以上

平成28年 平均：9.1日（最小値：0日／最大値：40日）

平成27年 平均：8.5日（最小値：0日／最大値：40日）

平成27年は全ての回答のうち、非管理職の結果を抽出。平成28・29年は非管理職のみに調査を実施。

平成29年（病院） 平均：10.3日（最小値：0日／最大値：42.0日）

平成29年（有床診療所） 平均：12.5日（最小値：0日／最大値：42.0日）
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（平成２９年３月現在 全都道府県においてセンター設置済み）

医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法（平成26年10月1日施行）に基づき、

医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環境改善マネジ

メントシステム）を創設。医療機関の自主的な取組を支援するガイドラインを国で策定。

医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制（医療勤務環境改善支援センター）を各都道府県で

整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。

医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組（現状分析、改善計画の策定等）を促進。

勤務環境改善に取り組む医療機関

取組の実施

更なる改善

定期的な評価

都道府県 医療勤務環境改善支援センター

Plan

Do

Check

Act

勤務環境改善マネジメントシステム

院内で、院長、
各部門責任者
やスタッフが
集まり協議

計画策定

ガイドラインを参考に
改善計画を策定

現状の分析

医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針（厚労省告示）
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き（厚労省研究班）
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例

多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など

「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など

マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

医療労務管理アドバイザー（社会保険労務士等）と
医業経営アドバイザー（医業経営コンサルタント等）が
連携して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体
（都道府県、都道府県労働局、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業
経営コンサルタント協会等）が連携して医療機関を支援

課題の抽出

改善計画の策定

医療従事者の勤務環境改善の促進
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医療勤務環境改善支援センターの状況①

平成28年度の都道府県の事業実施体制

（万円） （万円）

都道府県名 設置年月日 設置形態
医療労務
管理アド
バイザー

うち常駐
医療経営
アドバイ

ザー
うち常駐

センター

予算額
（万円）

北海道 H27.2.10 委託 16 1 16 1 1,969

青森県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 1 1 1 1 846

岩手県 H27.3.25 直営（一部委託含む） 12 1 スポット 1 1,223

宮城県 H28.11.1 委託 13 1 4 0 1,946

秋田県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 1 0 1 0 571

山形県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 5 0 1 0 567

福島県 H27.4.1 委託 5 0 1 0 1,173

茨城県 H27.7.21 委託 5 0 1 0 1,324

栃木県 H27.4.1 委託 9 0 8 0 1,000

群馬県 H27.2.27 直営（一部委託含む） 1 1 1 0 652

埼玉県 H27.2.13 直営（一部委託含む） 1 0 スポット 0 602

千葉県 H27.5.1 直営（一部委託含む） 14 1 1 1 566

東京都 H26.10.1 直営（一部委託含む） 40 1 30 1 1,716

神奈川県 H27.1.5 直営（一部委託含む） 11 1 4 0 615

新潟県 H27.1.5 委託 8 1 7 0 846

富山県 H27.2.6 直営（一部委託含む） 7 1 1 0 686

石川県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 1 1 1 1 612

福井県 H27.2.2 委託 1 1 1 0 757

山梨県 H28.12.26 直営（一部委託含む） 22 1 1 0 561

長野県 H28.2.17 直営（一部委託含む） 4 1 1 0 626

岐阜県 H26.7.1 直営（一部委託含む） 5 0 8 0 908

静岡県 H26.10.21 直営（一部委託含む） 8 1 5 0 933

愛知県 H28.2.16 委託 4 0 7 2 1,347

都道府県名 設置年月日 設置形態
医療労務
管理アド
バイザー

うち常駐
医療経営
アドバイ

ザー
うち常駐

センター

予算額
（万円）

三重県 H26.8.28 委託 5 1 1 0 1,087

滋賀県 H26.10.1 委託 46 0 スポット 0 824

京都府 H27.1.1 委託 2 1 1 0 1,398

大阪府 H27.1.14 委託 1 1 8 0 3,334

兵庫県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 1 0 1 0 1,446

奈良県 H26.10.1 委託 10 1 17 0 816

和歌山県 H26.11.25 委託 6 1 5 0 835

鳥取県 H27.4.1 委託 15 1 1 0 1,246

島根県 H27.4.22 直営（一部委託含む） 14 1 3 1 894

岡山県 H27.2.27 委託 7 1 スポット 0 868

広島県 H27.10.26 直営（一部委託含む） 29 1 1 0 596

山口県 H27.9.1 直営（一部委託含む） 1 0 1 0 745

徳島県 H27.3.26 直営（一部委託含む） 11 1 1 1 1,539

香川県 H27.4.1 直営（一部委託含む） 30 1 スポット 0 543

愛媛県 H28.9.1 委託 7 1 2 1 913

高知県 H27.10.1 委託 4 0 3 0 925

福岡県 H26.4.7 直営（一部委託含む） 5 1 4 0 982

佐賀県 H27.10.1 委託 スポット 0 1 0 933

長崎県 H27.8.1 直営（一部委託含む） 9 1 2 0 1,291

熊本県 H27.2.19 委託 5 1 4 1 1,705

大分県 H27.11.2 直営（一部委託含む） 3 1 27 0 1,081

宮崎県 H27.3.12 委託 10 0 6 0 859

鹿児島県 H29.3.1 委託 7 1 10 1 588

沖縄県 H27.3.2 委託 14 1 スポット 0 840

（資料出所）厚生労働省医政局医療経営支援課調べ、「スポット」とは特定の者に固定されていない配置形態を指す。 44



医療勤務環境改善支援センターの認知度①
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平成28年（病院）

（n=891）

平成29年（病院）

（n=2,181）

平成29年（有床診療所）

（n=1,967）

「医療勤務環境改善支援センター」の認知

すでに利用したことがある
利用したことはないが、活動内容を知っている
利用したことはなく、活動内容も知らないが、名前は聞いたことがある
知らない

平成28年は未設置県（宮城県、山梨県、愛媛県、鹿児島県）を除いたもの

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書

医療勤務環境改善支援センターの認知状況は、病院は「知らない」が約４割と最も高いが、「すで
に利用したことがある」の比率が平成28年度調査に比べて上がり、「知らない」の比率が下がって
いる。許可病床数別にみても、ほとんどの病床規模で「知らない」の比率が下がっている。
有床診療所は「知らない」が最も高く約７割を占める。
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青森県（n=26）
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茨城県（n=32）

栃木県（n=29）

群馬県（n=34）

埼玉県（n=70）

千葉県（n=92）

東京都（n=129）

神奈川県（n=68）

新潟県（n=38）

富山県（n=35）

石川県（n=38）

福井県（n=22）

山梨県（n=16）

長野県（n=33）

岐阜県（n=26）

静岡県（n=61）

愛知県（n=103）

三重県（n=26）

滋賀県（n=14）

京都府（n=42）

大阪府（n=107）

兵庫県（n=74）

奈良県（n=20）

和歌山県（n=29）

鳥取県（n=14）

島根県（n=19）

岡山県（n=33）

広島県（n=92）

山口県（n=74）

徳島県（n=43）

香川県（n=17）

愛媛県（n=41）

高知県（n=32）

福岡県（n=112）

佐賀県（n=25）

長崎県（n=37）

熊本県（n=88）

大分県（n=28）

宮崎県（n=19）

鹿児島県（n=43）

沖縄県（n=17）

すでに利用したことがある

利用したことはないが、活動内容を知っている

利用したことはなく、活動内容も知らないが、名前は聞いたことがある

知らない

医療勤務環境改善支援センターの認知度②

出典 ： 平成29年度厚生労働省委託医療勤務環境改善マネジメントシステムに基づく医療機関の取組に対する支援の充実を図るための調査･研究事業報告書

医療勤務環境改善支援セ
ンターの認知状況は都道
府県により差がみられる。
ただし、母数が少ないこと、
アンケートの回答者に左右
されることに注意が必要で
ある。
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【主なコンテンツ・機能】

■国・都道府県や関係団体が行っている

施策や事業などを紹介

（関係法令・通知、医療勤務環境改善マネ

ジメントシステムに関する指針・手引き、

都道府県の各種助成金・相談事業など）

■医療機関が勤務環境改善に取り組んだ

具体的な事例を紹介

（キーワードで取組事例を検索可能）

■医療機関の取組事例や勤務環境改善の

アイディアを投稿することが可能

■掲載事例に対してコメントを掲載でき、

意見交換の場として利用することが可能

いきいき働く医療機関サポートＷｅｂ（通称「いきサポ」）

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
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